
金
滞
古
蹟
志
巻
二
十

友
す
よ
し
を
聞
き
、
夫
首
憤
り
に
堪
へ
か
ね
、
文
化
十
一
年
九
月
十

五
夜
の
月
夜
に
犀
川
を
打
渡
り
、
吹
屋
坂
を
上
り
て
隠
室
へ
織
に
忍

び
入
り
、
彼
の
婦
人
の
越
し
居
た
る
を
考
へ
つ
aa

押
込
み
け
る
よ

り
、
事
露
瀬
に
及
び
、
公
草
場
の
札
明
に
成
り
‘
九
峰
・
夫
首
は
勿

論
、
同
宗
の
寺
院
長
国
寺
・
寵
淵
寺
・
希
翁
院
・
龍
徳
寺
・
費
勝
寺
・
桂

務
寺
六
ク
寺
の
住
職
も
酒
宴
の
席
に
連
り
、
共
の
他
連
坐
の
借
俗
数

十
人
な
り
し
が
、
悉
く
公
事
場
に
於
て
札
明
せ
ら
れ
、
禁
獄
を
命
ぜ

ら
る
L
中
に
も
、

E
魁
の
九
峰
詮
議
中
に
出
奔
す
と
い
へ
ど
も
‘
頓

て
捕
縛
せ
ら
れ
、
禁
銅
中
に
牢
死
し
た
り
。
天
首
沿
よ
ぴ
六
ク
寺
の

借
倒
は
、
女
犯
破
戒
の
罪
科
に
依
っ
て
、
翌
十
二
年
十
月
六
日
比
泉

野
め
町
端
た
る
刑
法
場
に
於
て
礁
の
刑
に
鹿
・
せ
ら
れ
、
外
連
坐
の
借

俗
も
夫
れ
件
、
底
分
あ
り
。
回
議
健
五
右
衛
門
は
家
総
・
居
屋
敷
を

召
放
さ
れ
、
家
系
断
絡
を
命
ぜ
ら
れ
、
婦
人
長
操
院
は
親
類
共
へ
預

け
ら
れ
た
り
し
が
、
長
生
し
て
一
生
働
事
を
常
行
と
注
し
、
六
十
飴
-

裁
に
て
宛
す
と
い
へ
り
。
叉
彼
の
九
峰
が
限
室
は
、
文
化
十
二
年
連

坐
の
俗
借
等
底
分
済
の
後
、
破
却
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
と
ぞ
。
平
次
が

父
良
郷
、
そ
の
頃
所
縁
の
人
と
共
に
彼
の
隠
室
ヘ
伴
は
れ
ゆ
き
、
隠

室
中
を
悉
く
一
覧
せ
し
に
‘
九
峰
此
の
隠
室
を
創
立
せ
し
時
、
既
に

E
f
P
I
l
i
-
-
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呼
ば
し
め
た
り
。
此
の
地
は
野
間
寺
町
の
裏
‘
犀
川
の
態
縁
に
て
、

常
に
川
風
強
く
、
冬
季
は
風
雪
一
甚
だ
し
く
、
そ
の
吹
上
ぐ
る
事
す
さ

ま
じ
き
故
に
、
吹
上
げ
と
は
呼
べ
る
た
ら
ん
か
。
紀
伊
闘
吹
上
演
も
、

風
議
だ
し
く
、
演
の
民
砂
を
吹
上
ぐ
る
に
よ
り
起
り
た
る
名
な
る
曲
、

瀬
注
密
勘
に
註
せ
り
。
是
ら
に
で
も
勘
考
す
ぺ
し
。

古

今

集

秋

歌

下

菅

原

朝

臣

秋
風
の
吹
あ
げ
に
た

τる
白
菊
は

花
か
あ
ら
ぬ
か
た
み
の
ょ
す
る
か

槙
晶
な
る
吹
あ
げ
も
‘
眺
望
よ
き
閑
地
・
な
る
に
よ
り
、
奮
藩
中
は
藩

士
の
別
推
ど
も
あ
り
て
.
遊
観
場
と
た
し
た
り
。

O
小
堀
氏
別
縫
跡

小
掘
の
亭
と
呼
ぺ
り
。
此
の
別
指
は
眺
望
殊
に
よ
き
と
て
、
風
雅
の

人
々
此
の
別
揺
を
借
り
あ
げ
‘
遊
宴
を
催
す
者
多
か
り
し
と
。
寛
政

年
中
.
大
雅
堂
九
鍍
金
揮
に
来
り
滞
在
せ
し
頃
‘
此
の
別
挺
に
寓
居

す
。
滞
留
中
大
雅
戯
に
、
座
右
の
壁
に
布
袋
の
河
水
に
流
れ
た
る
体

を
打
付
け
に
書
き
た
り
。
そ
の
体
、
殊
に
鐙
繕
の
妙
を
極
め
た
り
と

て
、
計
ら
宇
此
の
亭
の
名
物
と
成
り
た
り
し
か
ど
、
惜
哉
中
塗
の
砂

壁
陀
打
付
け
書
き
に
た
せ
し
ゅ
ゑ
、
年
暦
を
経
る
に
随
ひ
、
筆
跡
消

金
滞
古
蹴
志
巻
二
十

五
O 

そ
の
下
心
に
て
造
作
た
し
た
り
け
ん
。
共
の
作
事
甚
だ
密
に
し
て
、

外
人
の
集
付
か
ざ
る
や
う
に
、
惣
勝
間
取
を
た
し
た
り
。
共
の
作
事
.

仮
令
ぽ
、
床
の
壁
を
押
や
り
け
れ
ば
、
聞
き
戸
の
如
く
に
し
て
.
共

の
裏
に
小
間
あ
り
。
或
拭
押
入
の
内
な
る
壁
を
押
し
や
り
け
れ
ば
、

息
ひ
も
寄
ら
ぬ
所
K
料
理
場
な
ど
あ
り
て
、
此
所
に

τ魚
烏
の
料
理

を
自
由
に
た
し
た
り
し
事
、
貨
に
思
ひ
や
ら
れ
け
り
。
此
の
地
は
背

よ
り
慈
地
と
稀
し
、
若
し
此
の
地
に
家
作
な
ど
す
る
者
あ
れ
ば
、
必

宇
異
鑓
あ
り
と
い
ひ
停
ふ
と
い
へ
ど
も
、
犀
川
の
崖
総
に
て
金
津
市

中
を
見
渡
し
‘
誠
に
眺
望
宜
し
く
、
殊
に
清
流
を
限
下
と
な
し
、
各

は
積
雪
一
を
詠
め
、
夏
は
冷
風
に
心
気
を
養
ふ
べ
き
一
閑
地
怠
る
に
よ

り
、
九
峰
も
此
の
地
を
見
立
て
、
限
室
を
治
普
た
し
た
り
と
の
よ
し
‘

父
良
郷
毎
度
此
の
事
を
誇
れ
り
。
予
訟
も
ふ

K
.
彼
の
箕
浦
氏
が
自

記
に
載
せ
た
る
天
正
の
い
に
し
へ
加
賀
一
挨
訟
が
う
・
兵
磁
・
久
識
な

E
を
棋
畠
の
下
怠
る
河
原
に
て
多
く
討
殺
す
に
よ
り
、
共
の
鍵
魂
後

品
川
ま
で
残
り
、
怪
異
の
事
あ
り
と
蛾
せ
け
る
も
か
L
る
地
な
ら
ん
か
。

。

吹

よ

此
の
地
は
、
棲
畠
中
の
小
名
に

τ昔
よ
り
吹
上
げ
と
呼
ぺ
り
。
然
る

を
明
治
陵
藩
置
懸
の
際
、
戸
籍
編
成
の
時
町
名
を
建
て
、
長
良
町
と
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ぇ
ゅ
く
を
緒
人
遺
憾
と
せ
り
と
ぞ
。
然
る
に
明
治
厳
務
の
際
、
迭
に

敵
亭
を
鍛
ち
、
今
は
遣
社
の
み
と
成
れ
り
。

O
海
国
民
別
搭
跡

亀
尾
記
に
云
ふ
。
吹
上
津
田
氏
の
別
経
は
.
元
は
大
衆
寺
の
弟
子
尼

の
隠
居
所
に
て
、
を
と
め
亭
と
い
ふ
。
文
政
年
中
津
田
兵
庫
別
挺
と

た
し
、
茶
席
を
建
て
た
り
。
嘗
て
詩
働
老
人
金
棒
来
寓
の
頃
、
此
の

別
経
に
遊
び
、
風
景
を
賞
し
て
水
石
亭
と
続
す
。
此
の
議
第
一
の
佳

景
た
り
と
ぞ
。

。
英
久
山
法
照
寺
跡

法
華
宗
也
。
俗
に
吹
上
の
法
照
寺
と
呼
べ
り
。
此
の
寺
は
由
来
書
に
、

京
都
本
正
寺
宋
に
て
、
正
保
元
年
'
一
室
院
日
建
能
美
郡
小
松
に
於
て

建
立
、
延
貸
元
年
金
棒
へ
引
越
、
石
川
郡
泉
野
新
村
領
地
子
地
申
請

け
建
立
す
。
と
載
せ
た
る
の
み
に
で
、
.
来
歴
友
き
小
院
怠
り
。
故
に

・
久
々
無
位
に
て
、
寺
院
堂
宇
温
々
破
損
し
、
永
織
の
見
込
・
な
き
に
依

っ
て
、
明
治
慶
藩
の
際
、
僅
か
怠
る
檀
家
を
ぽ
六
斗
林
妙
感
寺
へ
合

併
し
、
法
照
寺
の
堂
宇
を
取
段
ち
.
今
寺
地
の
み
残
れ
り
。

O
ジ

谷
，

吹
上
よ
り
犀
川
新
道
・
法
嶋
の
村
落
等
へ
通
路
の
蝶
也
。
此
の
坂
路

ヤ

五




